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旭川市PPP/PFI事業における連携に関する協定

KJ00558038
2025年10月31日

・趣旨
　旭川市における公共施設等の整備・維持・運営等に関し、民間資
金、経営能力及び技術的能力を活用した、効率的かつ効果的な取組
を促進することを目的とし、官民連携について幅広く支援を行って
いる株式会社民間資金等活用事業推進機構と連携協定を締結する。
・協定締結日
　令和7年10月31日（金）
　※書面による取り交わしのみとし、協定式は実施しません。

令和7年10月31日～



令和７年１０月３１日 

 

株式会社民間資金等活用事業推進機構との連携協定について 

 

１ 目的 

  厳しい財政状況及び将来的に見込まれる職員数の減少に対応するため、これからの公共施設等の整

備等の方針を検討するに当たっては、従来手法に優先して官民連携手法（PPP）を検討していかなけれ

ばならないことから、官民連携について幅広く支援を行っている株式会社民間資金等活用事業推進機

構（以下「機構」という。）と連携協定を締結し、本市における公共施設等の整備・維持・運営等に関

し、官民連携の知識を身につけ、民間資金、経営能力及び技術的能力を活用した、効率的かつ効果的な

取組の促進を図る。 

 

２ 協定名称 

旭川市 PPP/PFI 事業における連携に関する協定書 

 

３ おもな連携事項 

（１）PPP/PFI の検討、運用に関すること 

（２）PPP/PFI 手法導入優先的検討規程の運用に関すること 

（３）公有地等の活用に係る基本構想又は基本計画の策定に関すること 

（４）PFI 導入検討に係る簡易な導入可能性調査に関すること 

（５）民間事業者へのサウンディング調査に関すること 

（６）その他、本協定の目的の達成に資すること 

 

４ 株式会社民間資金等活用事業推進機構の概要 

  設立：2013（平成 25）年 10 月に政府と民間（地銀を含む 69 社）の出資によって設立。 

  根拠法：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI 法) 

  設立目的：収益型 PFI 事業※の普及・推進 ※利用料金を徴収・自らの収入として収受する PFI 事業 

－収益型 PFI 事業に対する金融及び民間投資を補完するための資金の供給 

－収益型 PFI 事業の実施に必要な知識及び情報の提供等 

  業務の終了：設立後 20 年間（令和 15 年 3 月末）を目処に業務を終了 

  本店所在地：東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 号大手町ビル 8F 

  連携協定実績：令和 2 年 4 月山口銀行とＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング、令和 7 年 1 月北洋銀行、 

令和 7 年 3 月品川区、令和 7 年 9 月足利銀行 

 

５ これまでの機構との関わり 

 ・花咲スポーツ公園再整備に係り、官民連携支援センター（以下「センター」という。機構の一部門。

内閣府との連携等による官民連携の支援を目的に R6.5 設立）への相談 

 ・令和７年７月１１日開催「花咲スポーツ公園再整備における官民連携事業説明会」及び「職員向け官

民連携（PPP/PFI）勉強会」におけるセンター職員への講師依頼。 


